
 

公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ 

 

本プロポーザルは、令和４年度契約にかかる準備行為であり、契約の締結は本事業

にかかる予算の議決が得られることを条件とします。 

 

次のとおり、提案書の提出を求めます。 

 

令和４年３月８日 

 

世田谷区  

 

１ 業務概要 

（１）件名 

教育ＩＣＴ統合運用支援業務委託（長期継続契約） 

（２）業務内容 

世田谷区教育委員会では、文部科学省の GIGA スクール構想を踏まえ、第２次

世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画、世田谷区教育の情報化推進計画・第

２期行動計画等に基づき、全区立小中学校９０校を対象として、令和３年３月

までに児童生徒１人１台の学習用タブレット型情報端末（以下、「学習用 iPad

端末」という。）約 43,000 台を配備するとともに、各区立小中学校の校内通信

の高速化や各教室への無線アクセスポイントの設置等を含む校内通信ネットワ

ーク再整備を実施した。 

また、教員用のタブレット型情報端末（以下、「教員用 iPad 端末」という。）

及び学習用 iPad 端末を合計 12,000 台以上、令和３年３月以降に追加配備した。 

さらに、全区立小中学校におけるタブレット型情報端末及び校内通信ネット

ワークの再整備後に各種教育用クラウドサービス（注：Microsoft アカウント、

ロイロノートアカウント、Qubena アカウント等）等の利活用が本格化している。 

これらの急激な教育ＩＣＴ環境の変化に対応するため、各学校において日々発

生する様々な運用上の課題や障害等への対応、校内通信ネットワークや学習用

iPad 端末及び教員用 iPad 端末等の安定運用の確保を通して各学校における円滑

かつ効果的なＩＣＴ利活用を図るため、令和３年４月から令和４年３月にかけて

「校内通信ネットワーク及びタブレット型情報端末等運用サポート業務委託」を

プロポーザル方式により選定した事業者に委託しているが、このたび、当該業務

委託契約の内容に加え、令和４年度から令和５年度を計画期間として現在世田谷

区教育委員会にて策定中の「第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画」に基づき

推進予定の「教育ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）」に関する取組

み支援等を加味した「教育ＩＣＴ統合運用支援業務委託（長期継続契約）」を実

施する。 

（３）履行期間（予定） 

令和４年５月中旬から令和９年３月３１日まで（長期継続契約） 

※本件契約については、令和４年度当初予算の議決を条件とする。 

※令和４年度～８年度の長期継続契約の継続にあたっては、各年度予算の議

決による予算配当を条件とする。 



 

 

２ 参加資格要件 

提案書提出時において、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

（１）世田谷区の競争入札参加資格を有していること、または契約時までに有す

る見込みであること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該

当しない者であること、及び同条第２項による措置を現に受けていない者

であること。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でない

こと。 

（４）都道府県民税・市町村民税の滞納がないこと。 

（５）会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更生手続き開始の申し立て、

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申

し立てがなされていないものであること。 

（６）一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマーク」又

は国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の評価基準である「情報セキュリティマ

ネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」認証を取得していること。 

（７）本件に関連する委託業務である「教育ＩＣＴ推進支援業務委託（令和３年

度下半期分）」を受託していないこと。 

（８）複数の企業が共同連帯して参加する場合（「共同企業体」という。）は、以下   

の要件を満たしていること。なお、共同企業体の構成企業は、単独又は他の

共同企業体の構成企業として、本件に参加することができないものとする。 

・共同企業体は５社以内で構成されること。 

・共同企業体は自主結成とし、構成企業間で協定を締結していること。 

・共同企業体は、構成企業間で代表企業を選定すること。 

・２（１）～（７）の要件を共同企業体の全構成事業者が満たすこと。 

・その他、詳細については説明書を参照すること。 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

参加表明では企画提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

参加資格が確認できた者には招請通知を送付し、参加資格が確認できなかった者

には確認できなかった旨を通知する。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準 

（１）情報セキュリティ及びコンプライアンス推進体制に関する事項 
（２）業務実績に関する事項 
（３）提案コンセプトに関する事項 
（４）提案内容に関する事項 
（５）業務実施体制に関する事項 
（６）業務工程管理に関する事項 
（７）納品予定物件の具体性に関する事項 
（８）追加提案に関する事項 
（９）経費の妥当性 



 

 

５ 手続等 

（１）担当部課 

〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目２１番２７号（第二庁舎３階３３番窓口） 

世田谷区教育委員会事務局教育政策部教育 ICT 推進課 

電話：03-5432-2970 

E-mail：SEA03677@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

ア 期間  令和４年３月８日（火）から３月２２日（火）まで 

（土日祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

イ 場所  ５（１）に同じ。 

ウ 方法  希望者に無償配布する。（以下、区のホームページからダウン 

      ロード可） 

目次から探す＞「子ども・教育・若者支援」＞「教育委員会」

＞「教育委員会の概要」＞「教育ＩＣＴ統合運用支援業務委

託（長期継続契約）事業者を募集します」 

（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

ア 期限  令和４年３月２２日（火）午後５時まで（必着） 

イ 提出先 ５（１）に同じ。 

ウ 方法  持参（郵送不可） 

（４）提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

ア 期限  令和４年４月１２日（火）午後５時まで（必着） 

イ 場所  ５（１）に同じ。 

ウ 方法  提案書（見積書を含む）は、以下提出先まで持参するとともに、

データ（提案書はＰＤＦ形式、見積書はＥｘｃｅｌ形式）を別

途、以下に記載の電子メールアドレス宛または以下提出先まで

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にて提出すること。 

エ 提出書類及び部数 

①提案書 原本１部、副本７部（副本：正本と同じだが、表紙、

内容から貴社名を判断できる記述を除いたもの） 

②会社概要、見積書、業務従事者一覧 各１部 

（５）プレゼンテーション審査 

   ア 時期  令和４年４月下旬予定 

   イ 場所  別途通知する。 

（６）審査結果通知 

令和４年４月下旬予定 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の委託業務を当該業務の委託契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 有 

mailto:SEA03677@mb.city.setagaya.tokyo.jp


 

（５）提案に係る一切の費用は、全て参加者の負担とする。 

（６）本件の成果物の著作権は区に帰属する。 

（７）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とする。 

（８）提案書の受領期限後における提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

（９）提出された提案書は返還しない。 

（10）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並び 

に提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（11）区との契約では単年度で予定価格２，０００万円以上の業務委託契約は、世 

田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は別紙を確認す 

ること。 

（12）詳細は説明書による。 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 
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